
 

  

厚生労働省では、長時間労働の是正に向けた取組の一環として、下記のと

おり、業務委託事業により、建設事業者及びトラック事業者の方々を対象

にした時間外労働の上限規制等に関する説明会を開催いたします。  

 

 

１  事業の趣旨・目的  

時間外労働の上限規制を含めた改正労働基準法及び改正労働安全衛

生法の施行内容等について広く周知するための説明会を開催し、働き

方改革の推進に向けた気運の醸成及び新たな労働時間制度に基づく適

切な労務管理の徹底と対策の推進を図る。  

 

２  説明会開催期間  

令和７年１１月から令和８年２月まで  

（詳細は開催日程ＰＤＦをご参照ください）  

 

３  開催形式  

オンライン  

※申込者に参加用 URL をお伝えします。  

 

４  申込方法  

  時間外労働の上限規制説明会専用 HP もしくは  

別添資料 FAX から申込  

 

専用 HP URL＜ https://jogenkisei.mhlw.go.jp/＞  

※お客様からお預かりした個人情報は、ご連絡や業務のご案内及びご質問に対す  

る回答の際に限り、利用させていただきます。  

 

５  受託事業者【ご質問・お問合せ先】  

株式会社読売エージェンシー  

  『時間外労働の上限規制に関する説明会事務局』  

TEL＜ 03-5226-9911＞  ※平日 10:00～ 17:00 

E-mail： jogenkiseisupport@jogenkisei.mhlw.go.jp 

「時間外労働の上限規制等に関する説明会」の開催  

【建設業編・道路貨物運送業編】  



 

６  その他  

本委託事業において、説明会開催を案内する郵便が事業場あてに届

くことがあります。  

説明会におきましては、開催地を管轄する労働基準監督署の職員よ

り説明いたしますが、説明会の運営は受託事業者が行っておりますの

で、本委託事業についてご不明な点などございましたら、前記５の【ご

質問・お問合わせ先】にいただきますようお願いします。  

受託事業者には守秘義務が課されており、説明会開催の郵送に使用

した事業場名称，所在地等については本委託事業以外のセミナー案内

等営業活動に使用することはなく、本委託事業の説明会等にて得られ

た情報は、行政目的以外で使用することはありません。  


